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○

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
大
蔵
省
・
建
設
省
令
第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
添
付
書
類
の
記
載
事
項
等
）

（
添
付
書
類
の
記
載
事
項
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
に
は
、
法
第
五
条
第
二
項
各
号

２

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
に
は
、
法
第
五
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証

し
、
第
二
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
登
記
事
項
証

明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第

明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い

て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
第
二
号
の
二
に
お
い

て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
第
二
号
の
二
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら

四

直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら

に
代
わ
る
書
面
（
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

に
代
わ
る
書
面

百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
第
二
十
条

第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
成
立
前
の
説
明
事
項
）

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
の
成
立
前
の
説
明
事
項
）

第
二
十
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

第
二
十
条

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
目
的
で
あ
る
財
産
が

る
も
の
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
く
出
資
の
目
的
で
あ
る
財
産
が

対
象
不
動
産
で
あ
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十

対
象
不
動
産
で
あ
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
十
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五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
、
対
象
不
動
産
変
更
型
契
約
以
外

二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
、
対
象
不
動
産
変
更
型
契
約
以
外

の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
き
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
行
う
場
合

の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
き
不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
行
う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
と
す
る
。

）
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
の
事
業
開
始
日
を
含
む
事
業
年
度
の
直
前
三
年

の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
要
旨

八
・
九

（
略
）

七
・
八

（
略
）

十

不
動
産
特
定
共
同
事
業
に
係
る
業
務
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
の
委
託

〔
新
規
〕

の
有
無
並
び
に
当
該
業
務
を
委
託
す
る
場
合
に
は
委
託
先
の
商
号
若
し
く
は

名
称
又
は
氏
名
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
委
託
す
る
業
務
の
内
容

十
一

関
係
会
社
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

〔
新
規
〕

則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
第
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る

関
係
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
に
係

る
重
要
な
取
引
（
当
該
取
引
の
額
が
全
賃
料
収
入
（
対
象
不
動
産
に
係
る
不

動
産
特
定
共
同
事
業
者
等
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
及
び
不
動
産
特
定
共

同
事
業
者
が
対
象
不
動
産
に
つ
い
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
が
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
契
約
締
結
の
相
手
方
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
賃

料
収
入
の
総
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
る

も
の
を
い
う
。
）
の
有
無
並
び
に
当
該
取
引
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
関
係
会

社
と
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
と
の
関
係
、
当
該
関
係
会
社
の
商
号
又
は
名

称
、
所
在
地
、
取
引
の
額
及
び
取
引
の
内
容

十
二
・
十
三

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
四

対
象
不
動
産
に
係
る
不
動
産
取
引
の
内
容
に
関
す
る
次
の
事
項

十
一

対
象
不
動
産
に
係
る
不
動
産
取
引
の
内
容
に
関
す
る
次
の
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

出
資
を
伴
う
契
約
に
あ
っ
て
は
、
借
入
れ
の
有
無
並
び
に
当
該
借
入
れ

ハ

出
資
を
伴
う
契
約
に
あ
っ
て
は
、
借
入
れ
の
有
無

が
あ
る
場
合
に
は
借
入
先
の
属
性
、
借
入
金
額
、
返
済
期
限
、
直
前
の
事



－ 3 －

業
年
度
の
借
入
残
高
、
当
該
事
業
年
度
及
び
借
入
期
間
に
お
け
る
利
率
、

返
済
方
法
、
担
保
の
設
定
に
関
す
る
事
項
並
び
に
借
入
れ
の
目
的
及
び
使

途
ニ
・
ホ

（
略
）

ニ
・
ホ

（
略
）

十
五

対
象
不
動
産
に
関
す
る
次
の
事
項

十
二

対
象
不
動
産
に
関
す
る
次
の
事
項

イ
～
チ

（
略
）

イ
～
チ

（
略
）

リ

対
象
不
動
産
の
状
況
に
関
す
る
第
三
者
に
よ
る
調
査
の
有
無
並
び
に
当

該
調
査
を
受
け
た
場
合
に
は
そ
の
結
果
の
概
要
及
び
調
査
者
の
氏
名
又
は

名
称

十
六

（
略
）

十
三

（
略
）

十
七

対
象
不
動
産
（
建
物
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
関
し
て
不
動
産
特
定

十
四

対
象
不
動
産
（
建
物
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
関
し
て
不
動
産
特
定

共
同
事
業
者
等
が
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
（
以
下
「
テ
ナ
ン
ト
」

共
同
事
業
者
等
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
及
び
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
次
の
事
項
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に

が
対
象
不
動
産
に
つ
い
て
売
買
契
約
を
締
結
し
た
相
手
方
が
あ
る
場
合
に
あ

よ
り
開
示
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
）

っ
て
は
当
該
契
約
締
結
の
相
手
方
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
賃
貸
借
契
約

を
締
結
し
た
相
手
方
（
以
下
「
テ
ナ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
次
の
事
項
（
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
開
示
で
き
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
そ
の
旨
）

イ

テ
ナ
ン
ト
の
総
数
、
全
賃
料
収
入
、
全
賃
貸
面
積
（
不
動
産
特
定
共
同

イ

テ
ナ
ン
ト
の
総
数
、
全
賃
料
収
入
（
対
象
不
動
産
に
係
る
不
動
産
特
定

事
業
者
等
が
対
象
不
動
産
に
関
し
て
テ
ナ
ン
ト
と
締
結
し
た
賃
貸
借
契
約

共
同
事
業
者
等
の
賃
料
収
入
の
総
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
全
賃
貸

に
係
る
面
積
の
総
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
全
賃
貸
可
能
面
積
（
対

面
積
（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
等
が
対
象
不
動
産
に
関
し
て
テ
ナ
ン
ト

象
不
動
産
に
つ
い
て
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
面
積

と
締
結
し
た
賃
貸
借
契
約
に
係
る
面
積
の
総
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
総
計
を
い
う
。
）
及
び
最
近
五
年
の
稼
働
率
（
各
年
同
一
日
に
お
け
る

、
全
賃
貸
可
能
面
積
（
対
象
不
動
産
に
つ
い
て
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る

稼
働
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
移

こ
と
が
可
能
で
あ
る
面
積
の
総
計
を
い
う
。
）
及
び
最
近
五
年
の
稼
働
率

（
各
年
同
一
日
に
お
け
る
稼
働
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
移

ロ
～
ホ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

十
八

（
略
）

十
五

（
略
）

十
九

第
二
十
三
条
第
一
号
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
対
象
期

十
六

第
二
十
三
条
第
一
号
の
期
間
（
以
下
「
報
告
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
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間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す

に
係
る
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
対
す
る
公
認
会
計
士
（

る
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
る
予
定
の
有
無
及
び
そ
の
予

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項

定
が
あ
る
場
合
に
は
監
査
を
受
け
る
範
囲

に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
監
査
法
人
の

監
査
を
受
け
る
予
定
の
有
無
及
び
そ
の
予
定
が
あ
る
場
合
に
は
監
査
を
受
け

る
範
囲

二
十
～
三
十
七

（
略
）

十
七
～
三
十
四

（
略
）

三
十
八

第
三
十
六
号
の
場
合
に
お
け
る
、
当
該
勧
誘
の
開
始
日
の
属
す
る
報

三
十
五

第
三
十
三
号
の
場
合
に
お
け
る
、
当
該
勧
誘
の
開
始
日
の
属
す
る
報

告
対
象
期
間
の
直
前
の
報
告
対
象
期
間
に
係
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
不

告
対
象
期
間
の
直
前
の
報
告
対
象
期
間
に
係
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
の
不

動
産
取
引
の
内
容
、
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
じ
た
収
益
又
は
利
益
及
び
損

動
産
取
引
の
内
容
、
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
じ
た
収
益
又
は
利
益
及
び
損

失
の
状
況
並
び
に
当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
に
係
る
財
産
の
状
況

失
の
状
況
並
び
に
当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
に
係
る
財
産
の
状
況

三
十
九
・
四
十

（
略
）

三
十
六
・
三
十
七

（
略
）

２

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明

２

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
説

を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
十
四
号
、
第
十
六
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二

明
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
十
一
号
、
第
十
三
号
、
第
十
八
号
、
第
二

十
八
号
及
び
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
次
に

十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
事
項
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
十
四
号
イ
の
そ
の
他
対
象
不
動
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事

一

前
項
第
十
一
号
イ
の
そ
の
他
対
象
不
動
産
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
固
有
財
産
、
関
係
会
社
が
有
す
る
資
産
を
対
象
不

項
に
つ
い
て
は
、
自
己
の
固
有
財
産
、
関
係
会
社
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、

動
産
と
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨

様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九

号
）
第
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
関
係
会
社
を
い
う
。
）
が
有
す
る
資
産
を

対
象
不
動
産
と
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨

二

前
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
対
象
不
動
産
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
鑑

二

前
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
対
象
不
動
産
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
不
動
産
鑑

定
士
に
よ
る
鑑
定
評
価
の
有
無
並
び
に
当
該
鑑
定
評
価
を
受
け
た
場
合
に
は

定
士
に
よ
る
鑑
定
評
価
の
有
無

鑑
定
評
価
の
結
果
及
び
方
法
の
概
要
（
当
該
鑑
定
評
価
の
年
月
日
を
含
む
。

）
並
び
に
鑑
定
評
価
を
行
っ
た
者
の
氏
名

三

前
項
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項

三

前
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

四

前
項
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項

四

前
項
第
二
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

五

前
項
第
二
十
九
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項

五

前
項
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
分
別
管
理
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
二

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
対
象
不
動
産
が
同
一
で
あ
る

〔
新
規
〕

不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
ご
と
に
、
次
の
各
号
（
第
二
号
に
あ
っ
て
は
、
宅

地
の
造
成
又
は
建
物
の
建
築
に
関
す
る
工
事
を
伴
う
不
動
産
特
定
共
同
事
業
で

当
該
対
象
不
動
産
の
賃
貸
を
行
わ
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有

財
産
及
び
他
の
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す

る
も
の
と
す
る
。

一

次
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
を
作
成

す
る
こ
と
。

二

不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
の
う
ち
不
動
産
特
定
共
同
事
業

の
業
務
に
係
る
金
銭
を
第
八
条
第
二
項
第
十
四
号
ロ
に
掲
げ
る
方
法
（
当
該

金
銭
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
名
義
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り

管
理
す
る
こ
と
。

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
等
）

（
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
作
成
等
）

第
二
十
二
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
対
象
不
動
産
が
同
一
で
あ
る
不
動

第
二
十
二
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
対
象
不
動
産
が
同
一
で
あ
る
不
動

産
特
定
共
同
事
業
契
約
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
調
製
す
る
こ
と
に
よ
り
、

産
特
定
共
同
事
業
契
約
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
調
製
す
る
こ
と
に
よ
り
、

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
を
作
成
す
る
も
の
と
す

法
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
を
作
成
し
、
こ
れ
を
も

る
。

っ
て
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の

不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
と
す
る

。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
財
産
管
理
報
告
書
の
作
成
及
び
交
付
）

（
財
産
管
理
報
告
書
の
作
成
及
び
交
付
）

第
二
十
三
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、

第
二
十
三
条

不
動
産
特
定
共
同
事
業
者
は
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
、

不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
次
に
掲
げ

当
該
期
間
に
お
け
る
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
の
管
理
の
状
況

る
事
項
を
記
載
し
た
財
産
管
理
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
事
業
参
加
者
に
対

に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
財
産
管
理
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ

し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
事
業
参
加
者
に
対
し
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
一
号
の
期
間
の
満
了
の
日
に
お
け
る
当
該
事
業
参
加
者
の
出
資
に
係
る

二

第
一
号
の
期
間
の
満
了
の
日
（
第
四
号
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。

持
分
、
出
資
の
割
合
又
は
賃
貸
若
し
く
は
賃
貸
の
委
任
の
目
的
で
あ
る
財
産

）
に
お
け
る
当
該
事
業
参
加
者
の
出
資
に
係
る
持
分
、
出
資
の
割
合
又
は
賃

の
共
有
持
分

貸
若
し
く
は
賃
貸
の
委
任
の
目
的
で
あ
る
財
産
の
共
有
持
分

三

当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
き
第
一
号
の
期
間
及
び
そ
の
直

三

当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
き
第
一
号
の
期
間
内
に
営
ん
だ

前
三
年
の
各
期
間
内
に
営
ん
だ
不
動
産
取
引
の
内
容
、
当
該
不
動
産
取
引
か

不
動
産
取
引
の
内
容
、
当
該
不
動
産
取
引
か
ら
生
じ
た
収
益
又
は
利
益
及
び

ら
生
じ
た
収
益
又
は
利
益
及
び
損
失
の
状
況
並
び
に
運
用
の
経
過

損
失
の
状
況
並
び
に
運
用
の
経
過

四

第
一
号
の
期
間
及
び
そ
の
直
前
三
年
の
各
期
間
の
そ
れ
ぞ
れ
満
了
の
日
に

四

基
準
日
に
お
け
る
当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
の
状
況

お
け
る
当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
の
状
況

五

（
略
）

五

（
略
）

六

第
一
号
の
期
間
に
お
け
る
第
二
十
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
当

〔
新
規
〕

該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
の
管
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
七

第
一
号
の
期
間
に
お
け
る
第
二
十
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（

〔
新
規
〕

当
該
不
動
産
特
定
共
同
事
業
契
約
に
係
る
財
産
の
管
理
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

八

第
一
号
の
期
間
に
お
け
る
第
二
十
条
第
一
項
第
十
四
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項

〔
新
規
〕

（
事
業
報
告
書
の
様
式
）

（
事
業
報
告
書
の
様
式
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）
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２

前
項
の
事
業
報
告
書
（
会
計
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
公

〔
新
規
〕

認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の
監
査
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。


